
◆◆ 新潟市 不動産公売のご案内 ◆◆ 
市税等の滞納処分により差し押さえた以下の不動産について，入札による売却（公売）を実施します。 

■ 入札の日時・会場 

・日時  平成２８年１２月７日（水）午後２時００分～午後２時３０分

※入札前に公売についての説明を行いますので，午後１時５０分までに入場してください。

・会場  新潟市役所（新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１） 本館３階 対策室 

● 公売財産一覧 ●

売却

区分

番号 

所   在   地 
財産 

種類 

面積（㎡） 

※１（裏面） 

見積価額（円） 

※２（裏面）

公売保証金（円）

※３（裏面）

１ 
新潟市東区石山六丁目１０９番２ 土地 ３８．４６ ￥９３０，０００ ￥１００，０００ 

物件概要 ＪＲ越後石山駅から直線で約５００ｍに位置する宅地。更地。舗装済。 

２ 

新潟市中央区湊町通四ノ町３３３８番３ 土地 ６５．６５ ￥２，２８０，０００ ￥２３０，０００ 

物件概要 新潟市歴史博物館から約１００ｍに位置する宅地。更地。無道路地。雑草あり。 

３ 

新潟市西蒲区五之上字上土手外３７７７番 
土地 

（農地） 
１２４ ￥５４０，０００ ￥６０，０００ 

物件概要 潟東北公園から南方約１５０ｍに位置する畑。耕作放棄状態。 

４ 

新潟市江南区大淵字傾城淵３２３８番 
土地 

（農地） 
１９９０ ￥１，１９０，０００ ￥１２０，０００ 

物件概要 中央卸売市場から北西約６００ｍに位置する田。耕作されている。 

５ 

新潟市江南区西山字浦高田５７９番１ 

        〃         ５８０番 

        〃         ５８１番 

土地 

（農地） 

４５７ 

４５９ 

２２８ 

￥６８０，０００ ￥７０，０００ 

物件概要 大江山中学校から西方約３００ｍに位置する田。耕作放棄状態。 

６ 

新潟市西区坂井三丁目１５３９番１ 土地 １２６．７９ ￥２，９００，０００ ￥２９０，０００ 

物件概要 坂井東小学校から西方約２００ｍに位置する宅地。隣地（畑）と一体利用。車の乗り入れ跡あり。 

７ 

新潟市西区内野町６３１番４ 

     〃      ６３３番４ 
土地 

１８２．０７ 

９．７５ 
￥３，１００，０００ ￥３１０，０００ 

物件概要 ＪＲ内野駅から北東約２００ｍに位置する宅地。第三者所有の建物の敷地として利用されている。 

８ 

長岡市喜多町字金輪３１６番５ 

     〃       ３１６番地５ 

土地 

建物 

１５７．８６ 

１階 ６１．６７ 

２階 ４５．５４ 

￥３，７２０，０００ ￥３８０，０００ 

物件概要 国道８号線喜多高架橋の近隣の宅地・居宅（空き家）。テレホンクラブ営業に使用されたもの。 

９ 

新潟市東区船江町一丁目３０番２２ 

       〃        ３０番地２２ 

土地 

建物 

８７．２６ 

１階 ５５．３２ 

２階 ４８．２８ 

￥１，６２０，０００ ￥１７０，０００ 

物件概要 山の下海浜公園から東方約４００ｍに位置する宅地・居宅。新潟空港近隣。第三者占有あり。 



※１ 公売財産の面積は登記簿上の面積です。 

※２ 見積価額・・・・入札における最低入札価額。 

※３ 公売保証金・・入札に参加する前に納付しなければならない金額。買受人（落札者）以外の方は，入札終了後

に返還します。 

※４ 直前に公売を中止することがあります。事前に中止の有無をお問い合わせください。 

※５ 売却区分番号３，４及び５は農地のため農業委員会の発行する「買受適格証明書」が必要です。１１月９日 

   （水）までに各農業委員会事務局の農地係に申請してください。 

      【申請先】売却区分番号３   …西蒲区農業委員会事務局 ０２５６－７２－８６４２ 

                 〃   ４，５ …中央農業委員会事務局 ０２５－３８２－４９７４ 

■ 注意事項 

１． 不動産公売とは                             ▼代金の納付及び権利移転     

今回の不動産公売は，市税等の滞納処分として新潟市が    最高価申込者となった方は，以下の期日に残額を一括

差し押さえた不動産を法の規定により売却して市税等にあ     納付していただきます。なお，権利移転の登記手続は， 

てるものです。                                       必要な費用を別途負担していただき，当市が行います。

   公正を期すために，競争入札により売却します。            代金納付日   平成２８年１２月１４日（水）

２． 入札のあらまし                              ▼財産の引渡し    

▼入札に参加できる方                            買い受けた財産の前所有者あるいはその財産を使用   

税務関係職員，滞納者及び法の規定により公売の参加     している第三者などに，その不動産の明け渡しを求める   

を制限された方は，直接，間接を問わず入札に参加できま     ような場合は，買受人がその手続きを行うことになります。   

せん。これらに該当しない方はどなたでも入札に参加でき       話し合いがつかないときは，民事訴訟によらなければ     

ます。                                      ならないこともあります。 

▼入札日及び入札時間                        ３． 入札に必要なもの 

入札は所定の日時・会場で行います。                 公売保証金・印鑑・委任状（代理人が入札する場合）が 

▼公売保証金                                       必要です。法人名で入札する場合に，代表権限を有する

入札に参加するためには，入札する売却区分番号ごと      か否かが不明の場合のみ「商業・法人登記簿の登記事項    

に，定められた金額の公売保証金を納付していただきます。    証明書」等も必要になります。 

公売保証金は，公売日当日に会場で受け付けます。         公売財産が農地の場合は，農業委員会の発行する「買 

なお，入札の結果，その公売財産を買い受ける資格を       受適格証明書が必要です。 

得られなかった方の公売保証金は，公売終了後にお返し    

します。 

▼入札                                    

入札は，所定の入札書により行います。なお，代理人が    

入札される場合は，あらかじめ委任状を提出していただき     

ます。                                              

▼開札及び最高価申込者の決定                   

開札は所定の時間に入札者の面前で行います。        

入札価額が見積価額以上で，かつ最高の価額である入札 

者に対して最高価申込者の決定を行います。               

詳しくは市税事務所納税課，債権管理課及び各区税務センターにて配布している『不動産の公売広報』をご覧く

ださい。 

また，新潟市ホームページ（http://www.city.niigata.lg.jp/）でも不動産公売の情報を掲載しています。 

■ 問合せ先 

・新潟市市税事務所 納税課（新潟市役所 本館２階 ℡０２５－２２６－２２８８（直通）） 

   ※売却区分番号９についての問合せ先は債権管理課（新潟市役所 本館２階 ℡０２５－２２６－１５２３（直通）） 


